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人権擁護委員の日（６月１日） 

昭和24年6月1日に人権擁護委員法

が施行されたのを記念して、昭和 57年

から設けられました。この日を中心に、

人権擁護委員を知ってもらい、人権思想

を広げていこうと、全国的に啓発活動(街

頭啓発・特設相談所開設等)を展開してい

ます。（詳細は裏面をご覧下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンセン病を正しく理解する週間 

（６月２１～２７日） 

ハンセン病に関する正しい知識の普及啓

発を図り、ハンセン病療養所入所者の社

会復帰を目的としています。６月２５日

を含む一週間が、『ハンセン病を正しく理

解する週間』となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画週間 

（６月２３～２９日） 

男女共同参画社会基本法の目的

本理念に関する国民の理解を深め

に設けられた週間。男女共同参画

本法の公布日（平成１１年6月

起 と ま

及び基

るため

社会基

23日）

を 点 した一週間となってい す。 

（関連行事は裏面をご覧下さい） 

これらの記念日や週間が行われている理由は「さ

まざまな人権問題が現実に存在している」からです。

こうした取組みの意味や目的を理解し、人権が尊

重される社会を一日でも早く実現するために私たち

ができることをこの機会に考えてみませんか。 

 

 

外国人労働者問題啓発月間 

（６月） 

外国人労働者について、ルールを守っ

た適正な雇用の確保を図るため、事業主

をはじめ、広く国民一般を対象として、

外国人労働者問題について周知及び啓

発を集中的に行う月間。 
男女雇用機会均等月間 

（６月） 

男女雇用機会均等法の公布日（昭和６

０年６月１日）を記念して、毎年６月を

「男女雇用機会均等月間」と定め、職場

における男女均等について労使を始め社

会一般の認識と理解を深める月間。 
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誰でも人権アカデミー（第１回）    

日時：６月９日（火）19:00～21:00  会場：米子市人権情報センター 

講師：池田千鶴枝さん（元あかしや園長） 

 「元気な子育ては、元気な地域社会に」 

地域社会のつながりを大切にした子育て

についてお話していただきます。 

ご参加をお待ちしています！！

 

 

 

 

 

                     
 

かぷりあシネマの集い ～映画上映会～ 上映作品：ご縁玉 パリから大分へ 

日時：第 1回 6 月 26 日（金）１３：３０～１５：３０（開場１３時） 

   第 2 回 6 月 26 日（金）１９：００～２１：００（開場１８時３０分） 

会場：米子コンベンションセンター 小ホール 

第５９回社会を明るくする運動開始式講演会 

日時：６月２８日（日）10:00～12:00 

会場：米子市文化ホール 

講師：具志アンデルソン飛雄馬さん（多文化共生 NPO 世界人理事長） 

   「死んだら終わりだから生きるんだ」～元暴走族を立ち直らせたものとは～

 
社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防

止と罪を犯した人たちの更生について理

解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を

築いていこうとする全国的な運動です。 

 

 

 

 

 

 

 ★ 各イベントは、どなたでもご参加いただけます。 

★ ご不明な点がありましたら、下記までお気軽にお問合せください。  

 

 

米子市人権情報センター   〒683-8686 米子市東町 161－2   
℡ 0859-37-3183 Fax 0859-37-3184 

E-mail humanr@ruby.ocn.ne.jp 

URL：http://www.yonago-city.jp/jinken/index.htm 
擁擁護護委委員員制制度度ををごご存存知知でですすかか？？   権権

～～６６月月１１日日はは人人権権擁擁護護委委員員のの日日～～   

  

 

 

人権擁護委員制度は、地域住民の中にあって国民の基本的人権を擁護する機関として設けられた制度で

。普段から家庭、学校、職場、地域社会など様々な場面で、人権とは何かということを一人一人が考え、

権尊重の意識を高めることが強く求められています。 

米子市には米子市長から推薦されて、法務大臣が委嘱した次の人権擁護委員がいます。 

相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。 

米子市人権擁護委員・五十音順・敬称略） 

内海 敏 （うつみ さとし）    ・竹田 智枝 （たけだ ちえ） 

小川 詔子（おがわ のりこ）    ・長谷川 淑子（はせがわ としこ） 

小原 得雄（おはら とくお）    ・福田 司  （ふくだ つかさ） 

實繁 一朗（さねしげ いちろう）  ・古川 拓郎 （ふるかわ たくろう） 

左野 史子（さの ふみこ）     ・矢倉 みゆき（やくら みゆき） 

杉本 真吾（すぎもと しんご）   ・吉田 洋子 （よしだ ようこ） 

（お問合せ先）鳥取地方法務局 米子支局 総務課 電話 0859－22－6161


